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1）歳計現金等 
現金の種類 

  ア 歳入歳出に属する現金（歳計現金）〔地方自治法第 235 条の 4 ①〕 
     一会計年度における一切の収入又は支出に係る現金のこと 

イ 歳入歳出外現金〔地方自治法第 235 条の 4 ③〕 
    普通地方公共団体の占有には属するが、その所有権自体は、当該地方公共団体

以外の者に属する現金 
ウ 一時借入金〔地方自治法第 235 条の 3〕 

    既定の歳出予算内の支出現金の不足を補うために普通地方公共団体の⾧が借り
入れる現金 

エ 基金に属する現金〔地方自治法第 241 条〕 
     普通地方公共団体が特定の目的のために財産を維持管理する目的で設置され

るもの（基金）に属する現金 
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2）ラダー型ポートフォリオ:毎年償還となる金額が一定となるように債券を保有し、
償還分を再投資することにより、満期構成を維持する運用です。 

毎年一定額の債券を購入するため、金利変動を⾧期的に中立化でき、平均的な利
益をあげられる特徴があります。 

3）定期性預金には、中途解約できる大口定期と、中途解約できない譲渡性預金があり
ます。 

4）決済用預金:無利息の普通預金と当座預金のことで、預金保険法が定める「決済用
預金」で、預金保険制度により全額補償されます。 
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